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（周産期医療の不足）  

○周産期医療の病床や医師・看護師等が  
不足し、救急医療との連携も不十分。  

科医療以外にも対応できるよう周産期医療と救急医療の確保と  

（救急患者の受入れに時間がかかる）  
総務省、文部科学省と連携】  

○救急患者が、病院に受け入れられるま  
でに時間がかかるケースがある。  

＞ドクターヘリの配備推進  

＞地域における搬送・受入ルールの策定など医療と消防の連携強  

化。「消防法の一部を改正する法律案」■を今国会に提出  

【総務省消防庁と連携】  

救急患者の円滑な受入れを支援する情報システムの開発  

【経済産業省と連携】  
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これまでの医師確保対策に関する厚生労働省の取組み  

平成18年度補正予算への反映【約8億円】  

産科医療補償制度の制度設計等のための支援 等  

◆ 平  

阜医師不足彪．好仁対する全戯鉄労の癌好等からの腰岩原   

辟彪厚顔新道システムの藤野  

ノ＞労務医の遜＿曇労彪孝靡消サ‘るた（めの助産プ貫好の劇紆筈  

キ女塩原許筈の靡きやデい戯場j貫好の塵好  

今度節不眉遡噸■や脚で財産す‾る凰好の二養成の超逆夢   

平成20年度予算への反映【約161億円】  く．J   

医師不足地域に対する医師を派遣する病院へ  
創設等、地域における医師派遣システムを構築  

交代勤務制を導入する医療機関への補助等」  

病院勤務医の職場環境の整備  
都市部の臨床研修病院について、医師不足地域での研修を支援する補助事業を創設  
女性医師バンクの拡充等、女性医師の働きやすい職場環境の整備 等  

平成20年度診療報酬での対応  
病院勤務医の支援に1500億円を充て、勤務医の負担軽減や産科・小児科の重点的な評価を実施  

（ハイリスク妊産婦、救急搬送の評価、医療事務補助職員の配置の評価等）  

大学医学部の定員増  
平成20年度から最大395名の定員増（平成20年度は16大学■168名の定員増）   



＞ へき彪以外の静不居∴＝あると都道府賃カぢ認めた彪助こ材Lこ厘静の労≠労音肋で可彫  

＞度肝筈手をぐ丁る．対応棚を整督  

♪痴好事■あ常許する虜コ乙オ貸彦人や必五行炭二法人等カ〔彪方公ニ＃ノ野併の要房に基づき、  
当彪〕晩方公＃ノ野併の圧点にガL＃眉卯コ賢療の窟併を行ラ場合／こ要す石屋眉／ニつい瀾等が碓  

＞脚かごお／ナる牙亡の脚■朝顔止筈の産γ方につい丁、こカ夏てヨ次仁わたり  
公表■貴君基質脚L徴証斉家好ま克た店請蒼の虜辟点でのイメージを公表・朗易者  

＞ 7ノ勝幸者の雛紺   
ヱノ彪．好で支度る医療の超適■   
βノ厚療霹事者と者者■家筋の虜膨の鹿ぎの3本鐙を中心ノご、将来邑屠新た皮革を行ラ  

＞ これ君での戯議決居に作カリ、早急ノこ避去新鹿∠要吉で皆貞す名ととるに、  
さらに今度の必要を原職訂二ついて鮒   



◆ 平  

平成21年度概算要求への反映【約730億円】  【健康に心配があれば、誰もが医療を受けられる社会】  
・戯居厚顔の腐潔、屋形・小．好獄医療の虜僕等、彪細密  
とその好い手の腐深  

・彪ン宕居着力働覿覿野仁虚勢＝麿／九入力ら．れる併厨づてり  
■産辟養彪の」監オ  

・労務医の滋乱費労励の改善  

一厘据庚力酬彪－をどへ摩据置を鹿選 者  

救急医療や産科医療を担う医師に対する財政的支援  

へき地医療を担う医師や医師確保困難地域への  
医師派遣の実施への財政的支援  
管制塔機能を担う救急医療機関に対する支援  
女性医師、看護師等の乳幼児の保育に対する相談等、  

女性医師等、看護師等の離職防止・復職支援  

短時間正規雇用や交代勤務制等を導入する医療機関への補助の拡充 等  

平成20年度補正予算への反映【約78億円】  

医師派遣を行う医療機関に対する支援の強化  
地域において管制塔機能を担う救急医療機関に対する支援の実施  

短時間正規雇用を導入する病院に対する支援の実施 等  

Ul  

＞．第三身赦急医療鹿厨の充穿  
＞ 眉二次激居厚顔磯原切．充実’  
j－ 彪虐彪／二おげる課厨と丹野な安スカ鹿ぎ／ニつい丁筈■  

◆ 平成  

タ感涙醐ひ瀞窟デる親好等■のあ払方等につい手絡討   

平成27年2月7ββ意屠とりまとめ  

＞厚顔の卒好一卒彦教育の麒をばCめとLた虚床柳蜃のあれ才の鮒  
♪彪威医療／ニ好事する劫虜産■の待避政吉、戯虐屋：療伊都の＿貢窟筈   



＞ 機首の基本方軌あ好ま売、平成2／年度脚ス芋定貞を尻〃ββ名へ屠貞  

＞棚虎魚医療の適度の基本1汐棚み筈について鮒  

＞ 春彦舷貞の屠の席上と膚尿  
＞・チーム厚療の席題、着岸教育のあ払方等／二つい瀦  

ー   ■   1  

◆ 平成20  

j－雌療の脚焙芽離ため、  
鹿麻全体で薗好を村有家忍倉ノ抒に  

窟遭すること委gノ抒  

ノ＞ 符仁者庁遵据挽LT   
■ 鰍感涙柳虔の．屠乱  

伐甥閣苧省■原生動軌針   

■ 叔急医療イ嚇療のあ払方  
傲豹労音■廊虜省眉防庁  

文抑学者■磨済産若者ノ  

・．遠衛療皮肝の一昔屠方：葺と   
その磨盟友宥  

僻者■厚生労励省ノ  

【地域医療の確保に関する各省の取組】  
◆紺ぎ（ク7年度密方鰯夢予屋’74ロβ庶聯   

・公立病原に腰する彼方財炭鰐眉切憾膏堵  
－′減防鰍鰍の慮虜 筈   

◆文王野村苧ぎ「ク7年虐新予算蒼270鮒   
・．方草痴好の原産樹医疫体制整頗計画の磨遷   
・大学痴好の風紋怒穿  

■．大字病変労務医の労務者穿の訝善筈   

◆ノ厚生労虞診ぎ（ク7年虐濁櫛予算君42β庶仔ノ   
・庇居、屋形、へ麦観医療を好桑軌教区筈の手当へのノ財J敵方好   
・彪．好への厘抑遣∧＝威力する医療膨厨への．財政安居   
・叔虐厚顔体制砂塵腐  

一胱療併尉の挽炭虐厘虜の題選者仕 草  

ヽゴー  ー ヽ   ノコ■r  －→二；モー・一・ －   ‾■  ＿■亡＝‾‾・▼‘■こ‾－  



◆ 平成21年2月3日 周産期医  

【報告書概要】  

～周産期救急医療における「安心」と「安全」の確保に向けて～   

7虐二生労膨ぎの甜の臓舵仁よる厳封働  
2棚芳の．宥虐℃  
β炭虐風疹・棚する舷貢磨と〝クターフ′－  
4」妙．好仁おげるネッ′ワーク  

5劇酌覿野等におノナ名リソースの鹿好・留窟  

β疫虐居着j鮫彦体紺せ庶曹  
7麒コーデンネ一夕「館筈による廠虚居好摩静システムの塵膠  
β雌圧点の吸塵カの膚尿  

タノ秋芳の彪屠の脱皮虐サイクルの腐碧  

◆ 平成21年2月18日 臨床  修制度  
、」  

【概要】  

～臨床研修制度等の見直しの方向  

「7ノ粛啓カグラムの発力焙  

（？ノ房：算定屠や以戯のあ久方の．屠軋   

招ノノ好摩紺筈の月齢  

好碑密葬g慮仁改め磯屠軋ノごついて鰍  

♪眉冴と厚顔の麿携により、虜蘇芳の彪彦皮動力を耽窯膠することがこ虜蘇芳の救命率の  
席上及び予炭の改善等の肋－ら、＿書要滞  

♪このため、都道府漂仁おいこ脚離乳厘療戯訊彪邸の屠紆会等か参上許する威茅会を農産L、  
放念腰彦・以ル「ル芽農定す石こととす名。  

＞忍慶大屋及び厚生雛ば、題針の農富者の虜噺家行ラ。   



平成21年度医政局予算案の概要  

20’  21’  増加額（108．4％）  

1，967億6千7百万円 → 2，132億6干1百万円 164億9干4百万円  

平成19年度   平成20年度   平成21年度   

医師確保   92億円174％160億円 169％ 271億円   

救急医療   89億円112％100億円 205％ 205億円   
※ H19’、H20’には周産期医療に係る予算を含まない。  

OD  

○医師確保対策の主な事業  
・救急医療を担う医師の支援（新規）  

・産科医療を担う医師の支援（新規）  

・医師派遣の推進（一部新規）   

20．5億円  
28．4億円  
41．6億円  

■短時間正規雇用を導入する病院に対する支援（新規）  15．2億円  

○救急医療対策の主な事業  
・救命救急センター運営事業  54．6億円   
■管制塔機能を担う救急医療機関に対する支援（新規）  51．1億円  
・ドクターヘリ導入促進事業の充実（一部新規）  20．1億円   
■周産期医療の充実（一部新規）  12．5億円   

主1  



医師確保対策関係  

平成20年度予算160億円→平成21年度予算案271億円  

く1⊃   

※ ◎のついた事業は、都道府県・市町村の財政力に応じて負担できるよう、国の負担額以外について、都道府県、市   
町村、事業者の間で調整を可能とした。   



※ 主な新規予算案等  

町産科医等確保支援事業  2，770，207干円（ 0千円  

産科医等の処遇を改善しその確保を図るため、分娩手当等を支給する分娩取扱機関に対して財政支援を行う。  

（対象経責）  

（補助先）  

産科医等に対する手当（分娩取扱手当）  

都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣が認める者※）  

※高額な分娩責用を得ている分娩取扱機関を除く。  

1／3（負担割合：国1／3、都道府県2／3以内、市町村2／3以内、事業主2／3以内）  

10千円／件  
平成21年度  

（補助率）  

（積算単価）  

（創設年度）  

∋ 産科医等育  64，600千円（ 0千円   

臨床研修修了後の後期研修で産科を選択する者の処遇改善を行う医療機関に対して財政支援を行い、産科を志望する  

若手医師等へのインセンティブを与える。  

（対象経費）産科後期研修医に対する手当（研修医手当等）  

（補助先）都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働木臣が認める者）  

（補助率）1／3（負担割合：国1／3、都道府県2／3以内、市町村2／3以内、事業主2／3以内）  

（積算単価）1人あたり月額5万円  

（創設年度）平成21年度   

ゝ⊥▲†  



都道府県医療対策協議会の要請を踏まえ、医師不足地域の医療機関へ医師派遣を行う医療機関を多数確保し、円滑に  

医師派遣が実施される体制を構築するため、医師派遣に関する補助制度を統合し、  

①都道府県医療対琴協議会が医師派遣の調整等を行う場合に必要となる経費  

② 派遣先医療機関が派遣医師を受け入れるための準備に必要となる経責  

③ 医師を派遣することに伴い派遣元医療機関に生じる逸失利益等  

④派遣医師が派遣後に海外研修に参加する自己研鍔に必要となる経責等に対する補助事業を創設する。  

（対象経費） 医師派遣調整等経費、派遣医師受入準備経費、逸失利益等、海外研修等  

（補助先） 都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣の認める者）  

（補助率）1／2（負担割合：国1／2、都道府県1／2以内、事業主1／2以内）  

（積算単価）・医師派遣調整等経費  3，000千円／1都道府痕  
・派遣医師受入準備経費  1，500千円／1都道府県（各10医療機関）  
■逸失利益等（都道府県内）150，000千円／1都道府県（各10人×12月）  

（都道府県外）7，500千円／1人（6月）（10人分）  

・海外研修等経費（都道府県内）20，640千円／1都道府県（各10人）  

＼              （都道府県外）2，064千円／1人（10人分）  
（創設年度） 平成21年度   



救命救急センター及び第二次救急医療機関（総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センターを含む）に  

勤務する救急医（産科医、麻酔科医、新生児科医、小児科医等を含む）の処遇改善を図 るため、休日・夜間において新た  
に救急勤務医手当（宿日直手当や超過勤務手当とは別）を創設する。  

（対象経費） 勤務医に対する手当（救急勤務医手当）  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

（創設年度）   

都道府県（間接補助先：厚生労働大臣が認める者）   

1／3（負担割合：国1／3、都道府県2／3以内、市町村2／3以内、事業主2／3以内）   

土日祝日の昼間13，570円／回、夜間18，659甲／回   

平成21年度  

※ 都道府県、市町村が負担しない場合でも補助が可能。  

へき地においては、子弟の教育環境が不足していること、交通が不便であること、過重労働であること、緊急対応時の  

負担が大きいことなどから、医師の確保が困難となっている。  
この課題を解消するための方策として、へき地診療所等において交替制勤務等を行うための支援や医師のへき地勤務  

を容易にするための交通費の補助を行う。  

（対象経責）へき地診療所まで通勤のための交通費、子弟の通学のための交通費、週末帰宅のための交通責等  

（補助先）  

（補助率）  

都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣が認める者）  

民間：1／3（国1／3、事業者2／3）  

公的：2／3（国2／3、事業者1／3）  

沖縄：3／4（国3／4、事業者1／4）  

1，313千円／1か所  

平成21年度  

（積算単価）  

（創設年度）  

I l■r■iご哨E泌r  ’と一′ j－ノラ虫Fニ皐電已滝壷音右  ’上′1L頑招こ竃痘よr －－  －‾  －r」■ど〟T嘘Ⅶ岳hl曹  、1■－・一二「仝d・一曲手1す  



「短時間正規雇用」の導入により、勤務医の過重労働の軽減及び女性医師の出産・育児等と勤務との両立を可能とし、   

医師の離職防止・復職支援を図り、医療機関における医師を安定的に確保するもの。  

（対象経費） 代替医師雇上謝金  

（補助先）  都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣の認める者）  

（補助率）  1／3（国1／3、都道府県1／3、事業者1／3）  

（積算単価）5，115千円／1か所  

医師の業務負担を軽減するために、書類記載、オーダリングシステムヘの入力などを行う医師事務作業補助者の設置・   

充実を図るもの。  

（対象経費） 代替職員賃金  

（補助先）  都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣の認める者）  

（補助率）  1／2（国1／2、都道府県1／2）  

（積算単価） 2，606千円／1か所  

チーム医療のもとに看護師等の専門性を発揮する機会の増大を図り、医師と看護師等の協働と連携を促進するため、  
看護師等の能力の研錯のための研修を行い、医療提供体制の充実を図るもの。  

（対象経糞） 謝金、旅費、需用費、役務費、備品購入費等  
（実施主体） 都道府県  

（補助率）1／2（国1／2、都道府県1／2）  
（創設年度） 平成21年度   



院内の就労環境の改善等について効果的な総合対策を行う医療機関を緊急的に整備し、働きやすい職場環境の普及に  

資するもの。  

（対象経費）夜勤・当直免除、主治医制の廃止、キャリア形成の支援、院内における就労環境改善の検討などに  

必要な経費  

（補助先） 都道府県（市町村、その他厚生労働大臣の認める者）  

（補助率） 1／2（国1／2、都道府県1／2以内、事業主1／2以内）  

（積算単価）20，000千円／1か所  

（創設年度）平成21年度   

医師不足地域等の臨床研修病院が外部講師（指導医）を招へいするために必要な経責等を支援することにより、  
課題解決を図る。  

外部講師謝金、旅費、宿泊費  
公私立大学附属病院、厚生労働大臣の指定した公私立病院  
定額  

外部指導医経貴：506千円／1か所  

平成21年度  

（対象経費）  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

（創設年度）  
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救急医療対策関係  

平成2d毎度  平成21□度 算案205意円  

※ ◎のついた事業は、都道府県・市町村の財政力に応じて負担できるよう、国の負担額以外について、都道府県、市   
町村、事業者の間で調整を可能とした。   



※ 主な新規予算案等   

救命救急センター及び第二次救急医療機関（総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センターを含む）に勤務  

する救急医（産科医、麻酔科医、新生児科医、小児科医等を含む）の処遇改善を図 るため、休日・夜間において新たに救急  
勤務医手当（宿日直手当や超過勤務手当とは別）を創設する。  

（対象経貴） 勤務医に対する手当（救急勤務医手当）  

都道府県（間接補助先：厚生労働大臣が認める者）  

1／3（負担割合：国1／3、都道府県2／3以内、市町村2／3以内、事業主2／3以内）   

土日祝日の昼間13，570円／回、夜間18，659円／回   

平成21年度  

※ 都道府県、市町村が負担しない場合でも補助が可能。   

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

（創設年度）  

軽症患者が9割を超える二次救急医療機関への患者を小児初期救急センターで受け入れることにより、病院勤務医の負担  
を軽減するなど、小児救急医療体制の確保を図る。  

（対象経責） 小児初期救急センターに派遣される診療所医師等の交通費  

都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣が認める者）  

1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業主1／3）  
1，700千円／1か所  
平成21年度  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

（創設年度）  
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救急センター（20～30床型）   4，841，649千円（2，571，277干P弘  

（対象経費）  

（対象か所数）  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

（創設年度）   

医師・看護師等の確保に係る人件責、材料費等   
70か所 → 92か所  

都道府県（間接補助先：厚生労働大臣の認める者（公立分除く））  

1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業者1／3）  

121，571千円 →178，995千円／1施設（30床型）  

昭和51年度  

2 地域救命救急センター（10床型  228，025干円（200，392千円  

既存の救命救急センターまでのアクセスに相当の時間を要する地域に対し、也塊救命救急センターの設置促進を図る。  

（対象経費）  

（対象か所数）  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

（創設年度）  

医師・看護師等の確保に係る人件費、材料費等  
6か所 → 7か所  

都道府県（間接補助先：厚生労働大臣の認める者（公立分除く））  

1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業者1／3）  

103，648千円／1施設（10床型）  

平成15年度   



救急患者に対し、地域全体でトリアージ（重症度、緊急性等による患者の区分）を行い、各医療機関の専門性の中から、病状  
に応じた適切な医療を提供できる医療機関又は院内の診療科へ紹介できる体制を整備し、救急患者の受入れ実績を踏まえた  
支援や、地域の診療所医師の救急医療への参画を促すための財政支援を行う。  

・管制塔を担う病院  

（対象経費）  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

医師、診療補助者等の人件糞、医療機器購入費等  

都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣が認める者）  

1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業主1／3）  

30，746千円／1施設  

・支援病院  

（対象経費）  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

（創設年度）  

医師人件費、空床確保費  

都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣が認める者）  

1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業主1／3）  

9，966千円／1施設  

平成21年度  

・支援診療所  

（対象経責）  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

医師人件責（派遣経貴）  

都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣が認める者）  

1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業主1／3）  

4，953千円／1施設   
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モデル事業として、救急医療機関において、特に緊急的な措置が必要な脳卒中や循環器疾患について、小児科を含む専門  

医が3人体制で休日・夜間に常駐する救急医療支援センターを設置し、遠隔画像診断等による診断・治療の支援を図る。  

（対象経糞）医師の人件費等  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

（創設年度）  

厚生労働大臣が認める者  

定客員  

108，595千円／1施設  

平成21年度   

全国2ケ所の医療機関を「救急医療トレーニングセンター（仮称）」として指定し、後期臨床研修生を対象とした充実した研修を  

行うことにより、救急医療に関する基礎技術の底上げを図りつつ、救急全般に対応できる専門医の基礎能力育成を行うことに  

より救急医療を担う人材の確保を図る。  

（対象経費）医師の人件費等  

（補助先） 指定医療機関  

（補助率）  1／2（負担割合：国1／2、指定医療機関1／2）  

（積算単価）89，798千円／1施設  

（創設年度）平成21年度   



（運営か所数の追加による増）   

救命率の向上及び広域患者搬送を目的として、救急患者に早期に治療を開始するとともに、医療機関へ迅速に搬送する  

ドクターヘリ（医師が同乗する救急専用ヘリコプター）を救命救急センターに配備する。  

（対象経責）  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

（創設年度）  

（導入か所）  

運航経費（委託責）、搭乗医師等確保経費、運航調整委員会経費  

都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣の認める者）  

1／2（負担割合：国1／2、都道府県1／2）  

167，840千円／1か所  

平成13年度  

（実施状況：平成20年12月現在）   

北海道、福島県、千葉県、埼玉県、神奈川県、長野県、静岡県、愛知県、大阪府、和歌山県、  

岡山県、福岡県、長崎県、沖縄県（20年度予定：青森県、群馬県）  

既存のドクターヘリ導入促進事業をベースとして、夜間も運航するための体制を確保する場合に必要な経責を補助する。  

（対象経費）運航経費（委託費）、搭乗医師等確保経費、照明機器設置費  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

（創設年度）  

都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣の認める者）  

1／2（負担割合：国1／2、都道府県1／2）  

51，499千円／1か所  

平成21年度   
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救急医療を必要とする未熟児等に対応するため、都道府県において妊婦・新生児に対する周産期医療システム  

（ネットワーク）を整備。また、医療機関相互の連携を強化するため、受入妊婦の病状に応じた専門病院への搬送先の調整、  

確保するための「母体搬送コーディネーター」を総合周産期母子医療センターに配置する。  

（対象経費）周産期協議会開催経費、周産期救急情報システムの改修経費、コーディネーターの人件費等  

（補助先） 都道府県  

（補助率）1／3（負担割合：国1／3、都道府県2／3）（母体搬送コーディネーターを除く）  

1／2（負担割合：国1／2、都道府県1／2）（母体搬送コーディネーター）  

（積算単価）母体搬送コーディネート29，625千円／1都道府県  

（創設年度）平成8年度   

周産期にある妊婦のうち、特に危険度の高い者を対象とし、出産前後の母体及び胎児、新生児の一貫した管理を行う施設  

（総合周産期母子医療センター）に対する運営費の補助。また、妊婦搬送の受入の促進を図るため、近隣の開業医等から医師  

等の協力を得て、夜間、祝日等の勤務する場合、その医師等に対して謝金を支給する。  

（対象経責）医師等の確保に係る人件責、材料費等  

（補助先） 都道府県（間接補助先：厚生労働大臣の認める者）  

（補助率） 1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業者1／3）  

（積算単価）70，603千円（MFICU12床）／1か所  

（創設年度）平成8年度   



地域において、出産前後の母体及び胎児、新生児の一貫した管理を行う比較的高度な医療を提供する施設  

（地域周産期母子医療センター）に対する運営責の補助。また、妊婦搬送の受入の促進を図るため、近隣の開業医等から  

医師等の協力を得て、夜間、祝日等の勤務する場合、その医師等に対して謝金を支給する。  
（対象経糞）医師等の確保に係る人件費、材料責等  

（補助先） 都道府県（間接補助先：厚生労働大臣の認める者）  

（補助率） 1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業者1／3）  

（積算単価）41，551千円（MF】CU6床）／1か所  

（創設年度）平成21年度  

分娩を行う医療機関が逓減している現状を踏まえて、当面、病院の集約化が困難な地域において、分娩可能な産科医療  

機関を確保する観点から、一機関あたりの分娩件数が少ない産科医療機関に対して、経営の安定化を図るための支援を行う  
必要がある。このため、産科医療機関に対して、運営費等の補助を行う。  

（対象経費）産科医療機関に勤務する医療従事者の人件費、医師等の休日代替要員雇上経責  
都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣が認める者）  

1／2（負担割合：国1／2、都道府県1／2）  

22，810千円（分娩取扱機関年間9月以上）／1か所  

平成20年度   

（補助先）  

（補助率）  

（基準単価）  

（創設年度）  



分娩を行う医療機関が逓減している現状を踏まえて、当面、病院の集約化が困難な地域において、分娩可能な産科医療  

機関を確保する観点から、一機関あたりの分娩件数が少ない産科医療機関に対して、産科医療機関として必要な医療機器  

の整備を実施する。（医療施設等設備整備費補助金の事項）  

（対象経責） 産科医療機関として必要な医療機器購入貴（分娩台、超音波診断装置、分娩監視装置等）  
都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣が認める者）  

1／2（負担割合：国1／2、都道府県1／2）  

8，673千円／1か所  

平成20年度  

（補助先）  

（補助率）  

（基準単価）  

（創設年度）  

分娩を行う医療機関が逓減している現状を踏まえて、当面、病院の集約化が困難な地域において、分娩可能な産科医療  

機関を確保する観点から、一機関あたりの分娩件数が少ない産科医療機関に対して、分娩室の増改築整備等を実施する。  

（医療施設等施設整備費補助金の事項）  

（対象経費） 分娩室、病室等の増改築等に要する工事費又はエ事請負費  

（補助先）  都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣が認める者）  

（補助率）  1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業者1／3）  

（積算単価）分娩室、病室等 4，950千円／1か所 妊産婦等宿泊施設14，728干円／1か所  

（創設年度）平成20年度   
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3．医療機能情報提供制度の公表状況等について  

＜医療機能情報提供制度及びその施行スケジュールについて＞  

○ 平成18年の医療法改正により、住民・患者による病院等の適切な選択   

を支援するため、病院等に対し、医療機能に関する情報について都道府県   

知事への報告を義務づけ、都道府県知事は報告を受けた情報を住民・患者   

に対し分かりやすい形で提供すること（医療機能情報提供制度）とされた   

ところである。（別紙1）  

○ 本制度の施行スケジュールについては、平成19年度においては、法令   

で定める情報のうち、病院等の名称等の基本情報及び都道府県知事が定め   

る情報について、病院等から報告を求め、都道府県知事の定める方法によ   

り公表することで足りることとされているものの、平成20年度において  
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は、基本情報以外の全ての情報についても、インターネットを通じて公表  

することとされている。（別紙2）  

＜各都道府県の公表状況について＞  

○ 基本情報については、平成19年度中に全ての都道府県で（インターネ   

ット又は紙媒体にて）公表済み。  

○ 基本情報以外の全ての情報については、平成21年2月23日現在、4   

7都道府県のうち、Z5都道府県でインターネットを通じて公表済み。（別   

紙3）  

＜都道府県において当面行うべき取組＞  

○ 基本情報以外の全ての情報について未公表の都道府県においては、平成   

20年度中の施行に向け、鋭意取り組むこと。また、当該制度の趣旨に鑑   

み、住民・患者に対し、適宜・適切に、引き続き広報・情報発信していた   

だきたいこと。  

－24－  
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医療機関に対し、医療機関の医療機能に関する一定の情報について、都道府県への報告を義務付け、都道府県   

が情報を集約してわかりやすく提供する仕組みを創設（薬局についても同様の仕組みを創設）  

医療機能情報提供制度  

医療機関の管理者に対し、  都  

医療機能に関する一定の情報に   道  

ついて、報告を義務化  

○集約した情報をインターネット等で   

わかりやすく提供  

○医療安全支援センター等による相談、助言  

O「一定の情報」は医療機関でも閲覧可能  

○ 正確かつ適切な情報の積極的な提供を行うよう努める責務  

○ 患者等からの相談に適切に応ずるよう努める責務  

【基本情報】  

①名称②開設者③管理者④所在地⑤電話番号⑥診療科目⑦診療日⑧診療時間⑨病床種別及び届出・許可病床数  

【基本情報以外の全ての情報】  

①管理■運営・サービス等に関する事項（アクセス方法、外国語対応、費用負担 等）  

②提供サービスや医療連携体制に関する事項（専門医〔※広告可能なものに限る〕、保有する設備、  
対応可能な疾患・治療内容、対応可能な在宅医療、セカンドオピニオン対応、、地域医療連携体制等  

③医療の実績、結果に関する事項（医療安全対策、院内感染対策、ケノテイカルパスの実施、診療情報管理体制、   
情報開示体制、治療結果に関する分析の有無、患者数、平均在院日数 等）   



医療機能情報提供制度［施行スケジュール］  
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【基本情報】   

①名称②開設者③管理者  

④所在地⑤電話番号⑥診療科目  

⑦診療日⑧診療時間  

⑨病床種別及び届出・許可病床数  

＋  

【都道府県が定めるもの】  

【紙媒体又はパソコン端末等】  

－
N
の
－
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成
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【基本情報以外の全ての情報】  
【インターネット】  

＋  

【紙媒体又はパソコン端末等】  
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平成21年4月1日から  

全都道府県において実施  
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成封年2月23日現 医療機能情報  

（1）基本情報については、全都道府県において公表済（インターネット又は紙媒体）  

（①名称、②開設者、③管理者、④所在地、⑤電話番号、⑥診療科目、⑦診療日、⑧診療時間、⑨病床種別及び届出・許可病床数）  

（2）提供サービス、医療の実績等の全ての情報については、平成20年度中においてインターネットにより公表するこ  
ととされており、現在、25団体において公表済み、22団体において準備中  

都道府県名  準備状況  サービスの名称  都道府県名  準備状況  サービスの名称  都道府県名  準備状況  サービスの名称  

北海道   公表済  北海道医療機能情報システム   石川県   H21，3 公表予定  未定  岡山県   公表済   岡山県医療機能情報提供システム   

H21．3、■  
青県  

公表予定   
福草県   

H21」3  

公表予定   
医療情報ネットふくい  広島県  H21．3 公表予定  救急医療N8t H【ROS川MA   

岩手県   公表済  いわて医療情報ネットワーク  山梨県   公表済  山梨県医療機能情報提供制度   山口県   
H21．3  

公表予定   
山口県医療機能情報提供システム   

H21．3  
宮城県  

公表予定   
ながの琴療情報卒ツト  長野県   

H21，3  

公表予定  
徳島県   

H21．3  

公表予定   
医鱒とくしま情報箱   

秋田県   公表済  あきた医療情報ガイド  県   H21．3 公表予定   ぎ占嘩療施設ポータル  香川県   
公表予定 未定  医療ネット讃岐（予定）   

山形県医療機関情報ネットワー  
山形県   

公表済   ク  
静岡県   H21．3 公表予定  医療ネットしずおか  愛媛県   H21．3 公表予定  えひめ医療情報ネット（仮）   

福島県   公表済  福島県総合医療情報システム   愛知県   公表済  あいち医療情報ネット  高知県   公表済   高知県医療機能情報提供制度   

茨城県 H21．3 公表予定  （仮）し′1ぱらき医療機関情報ネッ ト、   三重県   HZl．3   医療ネットみえ  
公表予定  

福岡県   公表済   ふくおか医療情報ネット   

栃木県   公表済  とちぎ医療情報ネット  滋賀県   公表済  滋賀県医療機能情報システム   佐賀県   公表済   99さがネット   

H21．3  
京都県   公表済  京都医療健康よろずネット  

H21．3  
群馬県 

公表予定   
長崎県  

公表予定   
ながさき医療機関情報システム   

熊本県医療機能情報検索システム   
埼玉県   公表済  埼玉県医療機能情報提供システ ム   大阪県   公表済  大阪府医療機関情報システム   熊本県   

H21 

公表 

千葉県   
H21．3  

公表予定   
ちば医療なび  兵庫県   H21．3 公表予定  兵庫県医療機関情報システム   大分県   H21．3 公表予定  おおいた医療情事馴まっとネット   

なら医療情報ネット（奈良県  
東京都   公表済  東京都医療機関案内サービスひ まわリ   奈良県   公表済   医療機能情報公表システム）  宮崎県   公表済   みやざき医療ナビ   

神奈川県  公表済  かながわ医療情報検索サービス   和歌山県  H21∴3 公表予定  わかやま医療情報ネット  鹿児島県  H21．3 公表予定   未定   

新潟県   公表済  にいがた医療情報ネット  鳥取県   公表済  鳥取県福祉施設等情報公表 サービス  沖縄県   公表済   沖縄うちなあ医療ネット   

富山県   公表済  とやま医療情報ガイド  島根県   公表済  島根県医療機能情報システム  

※ 網掛けは未公表の自治体  （人）  
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巨車重  

医療機能情報提供制度に関する都道府県の施行状況の概要  

1医療機能情報提供制度の実施に係る外部の法人への委託の有無  
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2医療機能情報についての質問一相談に関する窓口の設置場所  

※複数回答有り※専用窓口ではなく対応先としているものも含む  
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保健所  

医療安全支援センター  
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3 都道府県の独自項目の設置の有無  

29  

。 。。 4。 

（主な独自項目）   

○ 医療計画に定める4疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病）に関する項目  

…・t・茨城県、千葉県、東京都、岐阜県、大阪府、兵庫県、奈良県、沖縄県   

○ 地域医療連携体制（連携可能な医療機関等）に関する項目  

……福井県、大阪府、佐賀県   

○ 一般外来診療の有無（企業内の診療所等、原則として一般の外来受診を行わない  

医療機関等）  

……山形県、埼玉県、千葉県、神奈川県   

○ 人間ドック、特定健康診査、特定保健指導実施の有無  

……富山県、島根県   

○ 難病への対応に関する項目  

＝…・北海道、岩手県、福島県、栃木県、千葉県、京都府、大阪府、和歌山  

県、島根県、福岡県   

○リハビリテーションに関する項目  

‥…・栃木県、千葉県、東京都、京都府、大阪府、福岡県、沖縄県   

○ 認定t専門医、認定t専門薬剤師、認定・専門看護師に関する項目  

……福井県、京都府、大阪府   

○ 保有する施設整備、治療用機器に関する項目  

t・・…栃木県、和歌山県、島根県、沖縄県  

※都道府県名については、具体的な項目として回答のあった場合のみ記載  

－29－   



4 住民への医療機能情報提供制度に関する広報の方法  

※複数回答有り  

都道府県ホームページで周知  

都道府県広報を通じて周知  

マスメディアを通じて周知  

関係団体広報誌掲載、  
チラシ配布  

周知していない  

－30－   



4．医療安全対策の取組について   

厚生労働省においては、平成14年4月に医療安全対策検討会議において  

取りまとめた「医療安全推進総合対策」及び平成15年12月の「厚生労働大  

臣医療事故対策緊急アピール」に基づき、各般の取組みを進めてきたところ。   

さらに、平成17年6月に医療安全対策検討会議において、これまでの「医  

療安全推進総合対策」に基づく対策の強化と新たな課題への対応について、  

「今後の医療安全対策について」がとりまとめられ、この報告書に基づき、  

各般の取組の充実強化を図るとともに、平成18年の医療法改正においては、  

医療安全支援センターの制度化や全ての医療機関に対し医療安全の確保を義  

務付けるなど、総合的な取組みを進めているところである。   

各都道府県等におかれては、「医療安全支援センター」の円滑な運営及び  

二次医療圏における体制整備を引き続き推進し、その充実強化を図るととも  

に、管下医療機関における適切な医療安全の確保について、立入検査等を通  

じて適切に指導するなど、積極的な取組をお願いしたい。  

（1）医療安全支援センターの設置等  

医療安全支援センターについては、平成16年5月に全ての都道府県で  

の設置を完了し、現在、保健所設置市区及び二次医療圏での重層的な設置  

を推進している。  

なお、本センター設置に係る経費については、医療に関する相談は地域  

住民に身近な事業であること、地方自治体における主体的・自主的な取組  

みを推進する必要があることなどから、本センターに係る人件費、基本運  

営費、協議会の設置・運営、各種研修の実施、相談事例の収集・情報提供  

等に係る経費について、平成15年度より地方財政措置を講じている。  

また、平成18年の医療法改正においては、本センターを法律上に位置  

づけ、その機能の充実強化を図ったところである。  

厚生労働省においては、各都道府県等における本センターの設置・運営  

が円滑に進められるよう、相談職員等に対する研修、相談事例等の収集・  

分析・情報提供などの総合的な支援として、「医療安全支援センター総合  

支援事業」を引き続き実施することとしている。  

（参考1）医療安全支援センター体制図   

（参考2）平成20年度医療安全支援センター総合支援事業   

（参考3）医療安全支援センター設置状況（平成21年1月1日現在）   
（関連ホームページ）  

○医療安全支援センター総合支援事業HP  

http：／／www．anzen－Shien．jp／   

（2）医療機関における医療安：全の確保  

医療機関における組織的な医療安全の確保を図るため、平成18年の医  

療法改正により、平成19年4月から全ての医療機関に対して、安全に関  

－31－   



する職員の研修の実施など医療安全の確保を義務付け、その充実強化を図  

ったところである。  

各都道府県等におかれては、医療機関への立入検査等を通じて、管下医  

療機関における医療事故防止対策の取組強化が図られるよう適切な指導を  

お願いしたい。  

また、医療安全対策検討会議の下に設置された作業部会において、取り  

まとめられた下記についても、各医療機関等が活用し、効果的な取組みが  

なされるよう、併せて管下医療機関等への周知をお願いしたい。  

O「医療安全管理者の業務指針および養成のための研修プログラム作成指  

針」（平成19年3月 30 日医改発第0330019号・薬食発第0330009  
号、厚生労働省医政局長・医薬食品局長通知）  

O「集中治療室（ICU）における安全管理について（報告書）」（平成19  

年3月 30日医改発第0330016号・薬食発第0330006号、厚生労働省  

医政局長・医薬食品局長通知）  

※厚生労働省H Pに通知を掲載しているので参照ください。  

http：／／www．mhlw．go．jp／topICS／bukyoku／isei／i・anZen／hourei／  

index．html   

（3）医療安全対策に関する情報の提供  

現在、医療事故等の事例に関しては、特定機能病院や大学病院等に対し  

て日本医療機能評価機構への報告を義務付け、同機構において収集・分析  

し、分析結果を提供する事業を行っているところである。  

さらに、平成18年12月より、同機構において収集された事例のうち、  

特に注意が必要な事項について、「医療安全情報」として医療機関等に月   

1回程度発信しているところである。  

これらの情報を各医療機関等が活用し、効果的な取組みがなされるよう、  

各都道府県等におかれても、引き続き管下医療機関等への周知をお願いし  

たい。  

（参考4）医療事故情報収集等事業 概要   

（参考5）医療安全情報   

（関連ホームページ）  

○財団法人日本医療機能評価機構HP 医療事故情報収集等事業  

http：／／jcqhc．or．jp／html／accident．htm＃med・Safe   

（4）医療安全推進週間の実施（平成21年度は11月22日から1週間）  

厚生労働大臣提唱の「患者の安全を守るための共同行動」（PSA：Patient  

SafetyAction）の一環として、当該週間を中心に、医療安全に関するワー  

クショップ、シンポジウム等を開催することとしている。  

各都道府県等におかれても、引き続き、当該週間に合わせて様々な事業  

を実施することにより、関係者の意識啓発を図っていただきたい。  

－32－   



医療安全支援センター体制図  
蛋   

○ 医療機関の管理者、従業員に対   
する医療安全に関する研修の実施  

○ 医療安全の確保に関する必要な  
情報提供  

○ 苦情・相談への対応（必要に応じて、   

医療機関の管理者及び患者等に助言）  

（
馴
郎
一
）
 
 
 



2008・8・22初任者研♯ 

2008・10・29妻農研修Ⅰ 2008．10．20妻践研修Ⅰ  
2008・10・30実践研修Ⅱ 2008．10．21実践研修Ⅱ  

2008■8■……ミ醐  

）  

。。8．修  

駿全て1日コースとし、研修の一徹ま地域内医療機関の安全管理・愚奇相畝部門の繊戯へも開放する。  

中一－  

夏嬢セント事務連絡姐   
払看へ呼びかけ、支援セン   
タ一書▲有馬のメーリング  
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（参考3）  

医療安全支援センター設置状況（平成21年1月1日現在）  暫定版  

※内容について現在精査中。確  
定次第HPにより公表する。  

2／保健所設置市区   

（1）指定都市   

指定都市名  設置済  未設置  設置予定 時期等   

1  ○  

2  

3  

4  ○  
5  

6  

7  

00  

9  

0  

1  ●  ※   

2  ○  

3 4 5 6 「－  

（3）政令市   

設置予定  
政令市名  設置済  未設置   時期等   

小樽  ．●  

八王子  ●  
藤沢  ○  

尼崎  ○  
呉   ○  

大牟田  ●  

佐世保   ○  
4  3  
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（4）特別区  

特別区名  設置済  未設置  設置予定 時期等  

l  ●  H22．4  
2  ●  ※  

3  ●  
4  ●  ※  

5  ●  
6  ●  
7  ●  
8  ●  
9  ●  
0   ●  
【  ●  
2  ●  
3  ●  
4  ●  ※  

5  ●  ※  

6  

7  ●  
8  ●  
9  ●  ※  

0  ●  
コ  ●  
2  ●  
3  

計   
●  

山  22  

（2）中核市  

設置予定  
中核市名  設置済  未設置   時期等  

函館   ○  
旭川  ○  
青森  ●  ※  

盛岡  ●  
火田  ●  
郡山  ○  
いわき  ○  
宇都宮  ●  ※  

川越  ○  
l  ○  
1 柏   ○  
．1． ○  

1  

1  

1  ○  
1  ○  
1  ○  
1  ●  
1  ●  ※  

2  ●  
2  ●  ※  

2  

2  

2  

2  

2  ●  ※  

2  

2  ○  
2  

3  

3  

3  

3  ●  H22．4  
3  

3  

3  ●  
3  

3  

計   
（⊃  

27  

平成20年度 医療   

〈参考〉  
・都道府県センター  47  

・保健所設置市区センター   48  
二醐町ンタ‾  

374   

・二次医療圏の総数  348  

注1：一つの二次医療圏に複数の二  

次医療圏センターが設置されている  
場合がある。   

注2：二次医療圏センターについて  

は、相談窓口のみ設置している箇所  
もカウントしている。   

注3：●は未設置を意味している。   

注4：「設置予定時期等」欄の※印は、  
相談窓口のみ設置している。  

全支援センター総合支援事業調べ   

－35－  



（参考4）  

医療事故情報収集等事業 概要  

1．目的   

報告義務対象医療機関並びに参加登録申請医療機関から報告された医療事故  

情報等を、収集、分析し提供することにより、広く医療機関が医療安全対策に  

有用な情報を共有するとともに、国民に対しで情報を提供することを通じて、  

医療安全対策の一層の推進を図ることを目的とする。  

2．実施検閲   

（財）日本医療機能評価機構 医療事故防止事業部  

3．対象医療機関   

対象医療機関は、次に掲げる報告義務対象医療機関と参加登録申請医療機関  

である。  

1）報告義務医療機関  273機関（平成19年12月31日現在）   

①国立高度専門医療センター及び国立ハンセン病療養所   

②独立行政法人国立病院機構の開設する病院   

③学校教育法に基づく大学の付属施設である病院（病院分院を除く）   

④特定機能病院   

2）参加登録申請医療機関  285機関（平成19年12月31日現在）  

報告義務対象医療機関以外で参加を希望する医療機関は、必要事項の登録   

を経て参加することができる。  

4．報告方法及び報告期日   

事故事例報告の範囲は別紙の通りである。   

事故報告はインターネット回線（SSL暗号化通信方式）を通じ、Web上の専  

用報告画面を用いて行う。また、報告は当該事故が発生した日もしくは事故の  

発生を認識した日から原則として二週間以内に行わなければならない。  

5．収集・分析結果の公表   

収集した情報は医療事故防止センターにおいて専門家が分析を行い、報告書  

として取りまとめて医療機関、国民、行政に対して広く公表をする。   

また、報告書を踏まえ必要に応じて、行政、関係団体、個別企業に対して医  

療安全に資すると考えられる提言・要請をおこなう。  

6．その他   

参加登録医療機関（平成19年12月31日現在 1，281機関）から報  

告されたヒヤリ・ハット情報を収集、分析し、提供している。  
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［診卿寺の 患者取り違え］  

箪 例  
Nl・盲．25 2酬納三屋2才さ  

［診察時の患者取り違え］  

列来診察の際、口頭で行った患者氏名の確認が不十分であったため、悪者を取り違  

えた萌例が3件報告されています。（集計期間：2006年1月1日・、20D〔∋年8月31  

日、第13回輯告濫「共有すべき医療醇故情報」に一郎を掲載）．）  

外来での診票の際、医師が患者Aを診察室に呼び入れ、フルネームでほ認し  

たところ、患者Bが「はいJと答えた。診察終了後、看護師は、次の診察患者  

Bを呼び入れたところ、患者Aとして診察した悪者が再び入ってきたため、患  

者を取り違えたことに気付いた。  

∴∴、‥ ；i、∴．・ ∴ －  

∴．、∴∴∴．．． ●●・、・＿．‥．∴．・．  
と  

※ニレー嬬舟妥仝惰拙エ、瞑擬革取柄隠収嗅甘瓢基明生労和名棺掛事業汗ユいて三rt鉱亨ハた事例壬・く）とに当事業   

小一用．ヒl∴利r■i〉‡こC′）卓二昆に患・一ノさ、駐憧削女ク）；丘箕▲㌢軋拉先日止（7）た♭シ【ニ作成iニれたもの‾ごづこ当事業レン迦旨   

Tj．．Y印にづいてiま，霊据附こ－・ムべ－－ノ’に伸旋されてい心報う■＝l汀止び・封′ほこ′■甘㍑書い、、  

Il叫1∴‘1V≠lVド耶l－∴い「．，り1llrl11レ．1＝l11ハ‖T．IITl11＃1⊥▲戸小£．■†p  

玩二リー州紙′′）作成トあたり，作揖パニi†けろ11三権ナ呈‘につtlてはIナ女王期してi川音す．っi、そ∨’納谷を抑寸≡にわたり昭．1二   

十ホ．ア）で甘み吊汁ん。  

；完こけ構維！止、氏原徒歩害′′・火址を別l祝L左Il、＆脛徒啓宥二度削ご・牒潤．を課し一たiけるもノ）ではj・一りまセ′し  （
悌
即
∽
）
 
 
 

肘也法人日本医療機能評価機構 医療事故防止事業部  

〒】01月0〔うl兼房那千代田区三嶋即1－4一■け 栄洋ビル10昭  

電詣．03・5217一口252（厩通）FAX・G3－5217一口253（盃通）  

httpノノ‘wⅥ呵C〔1hc、〇川〕／ntmレ′】ndex．lltm  

㊥このこぅ件は、全て名前を呼ん‘ご：患者に主～真率をし‾こもらう方法ご患者帽認を行った   

事例です〉  
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5．産科医療補償制度について   

産科医療補償制度については、通常の妊娠・分娩にもかかわらず、脳性麻  

痩となった児を救済する仕組みとして、平成18年11月に与党において取り  

まとめられた枠組みを踏まえ、厚生労働省からの委託により財団法人日本医  

療機能評価機構に設置された準備委員会において、補償対象者の基準、補償  

金の水準及び支払方法並びに原因分析の仕組みなど制度の詳細について検討  

を行い、本年1月1日より、同機構を運営組緯として、瑚たと  

ころである。   
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．
．
L
 
L
√
㌧
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本制度は、安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、   

①分娩に係る医療事故により、脳性麻痺となった児及びその家族の経済的  

負担を速やかに補償し、   

②事故原因を分析し、将来の同種事故の防止に資する情報を提供すること   

などにより、紛争の防止・早期解決及び直登医療の質の向上を図ること  

を目的としている。   
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 厚生労働省としては、この制度を創設・推進することにより、安心  

して産科医療が受けられる環境の整備が図られ、ひいては少子化対策  

にも資するものと考えており、これまでもこの制度の創設、普及啓発  

や制度への加入促進策等を進めてきたところである。   

各都道府県におかれては、本制度の趣旨を御理解いただき、地域住  

民、特に妊産婦への周知について、格段の御協力をお願いしたい。  
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（参考1）産科医療補償制度創設に向けたこれまでの取組状況  

（参考2）産科医療補償制度の概要  

（参考3）産科医療補償制度の仕組み  

（参考4）産科医療補償制度への加入状況（平成21年2月17 日現在）  
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（関連ホームページ）  

○財団法人日本医療機能評価機構 産科医療補償制度HP  

http：／／www．sanka－hp．jcqhc．or．jp／index．html  
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（参考1）  

産科医療補償制度創設に向けたこれまでの取組状況  

1．医療紛争処理のあり方検討会（自由民主党政務調査会）  

（1）平成18年9月7日から11月17日までに6回開催  

○主に関係者からのヒアリング  

（2）平成18年11月29日（第7回）  
O「産科医療における無過失補償制度の枠組みについて」を公表  

○公明党「医療事故に係る無過失補償制度とADRに関する検討ワー  
キングチーム」においても同様の結論  

2．産科医療補償制度運営組織準備委員会（（財）日本医療機能評価機構）  
（1）平成19年 2月19日  

O「産科無過失補償制度創設事業」の委託契約を締結  

（2）平成19年 2月23日から12月19日までに11回開催  
○関係者からのヒアリング及び補償制度の内容について検討  

（3）準備委員会に産科医療補償制度に関する調査専門委員会を設置し、  
平成19年 4月13日から11月16日までに5回開催  
○脳性麻痔発生状況の調査、補償対象基準等を検討  

（4）平成20年 1月23日（第12回）  
○報告書のとりまとめ  

3．社会保障審議会、中央社会保険医療協議会  

（1）医療部会  

○ 平成19年 9月17日  
「緊急医師確保対策について（産科医療補償制度）」  

○ 平成20年 9月 4日  
「産科医療補償制度」  

（2）医療保険部会  

○ 平成19年 9月20日  
「産科医療補償制度構築に向けてのこれまでの取り組み状況」  

○ 平成20年 9月12日  
「出産育児一時金制度の見直しについて（産科補償制度関係）」  

（3）中央社会保険医療協議会 総会  

○ 平成20年10月22日  
○ 平成20年11月 5日  

産科医療補償制度に係る診療報酬上の対応について  

－39－   



○分娩機関と妊産婦との契約に基づいて、通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺となった看に補償金を支払う。  
○分娩横開は、補償金の支払いによる損害を担保するため、運営組♯が契約者となる損書保険に加入する。  

（※ 対象者推計敢：年間概ね500－800人）  堵握対象  

○通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺となった場合とする。  
出生体重2，000g以上かつ在胎週数∽週以上 一 身体障香寺等級1－2扱相当の重症者  
先天性要因等の除外基準に該当するものを除く  

○出生体重・在胎週数の基準を下回る場合でも、在胎週数28退以上の看については、個別事査  

醐地 22遺以降の分娩lこ限る。   

一分娩当たり 30，000円  

補償金嶺   

3，000万円（一時金：600万円＋分割金：2，400万円（20年間））  
進・制度周知望  

○都道府県がHP等を通じて行う医療機能に関する情報提供の項目に本制度の加入状況を追加  

○医療機関が広告できる項目に本制度加入を追加  0診療報酬上のハイリスク分娩管理加算の算定要件に本制度加入を追加  

○母子健康手帳の任意記載事項に産科医療補償制度を追加 ○加入機関での分娩に出産育児一時金を3万円加井  

○（財）日本医療機能評価機構のHPを通じて加入分娩機関を公表  （35→38万円）  

その他  

○紛争の防止・早期解決のために、医学的観点から事例を分析し、結果を両当事者にフィード／くック  

○原因分析された各事例の公開により、同種の医療事故の再発防止等を図る。  

○遅くとも5年後を目処に、制度内容について検証し、適宜必要な見直しを行う。  
（
櫛
即
N
）
 
 
 

（注）1．平成21年2月時点の加入率：病院・診療所99％．助産所96％   
2．出産育児一時金は、平成21年10月から平成22年度末までの間、4万円加算（38→42万円）される。  
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（参考4）  

産科医療補償制度加入状況について  

一  平成21年2月20日現在 －  
▲  †   

J；   

区分   
加入  

分娩機関数    分娩機関数   
加入率（％）   

病院・診療所   2，865   2，855   99．7   

助産所   425   409   96．2   

合計   3，290   3，264   99．2   

（注）分娩機関数について  

病院・診療所・■・平成21年2月20日現在、日本産婦人科医会調査数  

助産所・… ‥ 平成21年2月20日現在、日本助産師会調査数  
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病院・診療所  助産所  合計  
都道府県  

全機関数書   円  加入j加入率 機関数…（％）  全機関数   羞射力冒会芦  全機碑 逮㌫i加入率     （％）   

北海道   109  109 岳 100．0   10 1 119j l19∈100・0   
青森  33ま100．0  
岩手  43ち100．0  10 芦 100．0               …i壬33二3   
宮城  49 j 100. O 
秋田  27ミ100．0  

山形  35≡100．0  ．  

福島  58‡100．0  61J   60   98．4   
茨城  62 ミ 98．4  71   701 98．6   
栃木  47100．0  

群馬  47ミ100．0  
埼玉  114毒100．0  ＝董§§…§              喜弓100’0          2】 66．7                   描  
千葉  17i99．2  去喜岩竜 三喜≡§ 冒3二；   

東京  204竜 98．6  51∃ 96・2   

神奈川  31 100．0  
新潟  51与100．0  

富山  27ま100．0  

石川  38：100．0  39； 90．7   
1  

福井  24：100．0  2 室  66．7   27】  

山梨  17毒100．0  4  1〔10．0   21【   100．0   

長野  50ミ100．0  
1喜】13写：3   

63l 
岐阜  57；■100．0  26言 96・3  

静岡  84ミ 98．8  15ち1帆0   100 ミ  99！ 99，0   

愛知  164 要 100．0  22 ■ 100．0   ● 壬●  
三重  45：100，0  7  100．0   

滋賀  43 盲 100．0  8  88．9   

京都  63 ≡100．0  13  100．0   茎  葦童萱                                          76 弓    76・100．0   
大阪  166 …  99．4  28  93．3   197194   98．5   

兵庫  119…98．3  
奈良  33邑100．0  

和歌山  26；100．0  

鳥取  17さ 94．4  

島根  22ミ100．0  1……蚤1…喜王…喜‡喜            2＝  20  95．2  
岡山  47≡100．0  

広島  70ミ100．0  …圭壬呂3‥呂   

山口  40…100．0  

徳島  23ま100．0  4100．0 0   
香川  28；100．0  
愛媛  ‘11！100．0  

高知  21ilOO．0  …∃壬呂§；呂  

福岡  134喜100・0  
佐賀  31－100．0  11   
長崎  58‡100．0  1…！壬喜喜三…   

熊本  61 100．0  2  100．0   ● 

大分  35モ100．0  

宮崎  50；100．0  喜i壬呂3：3   童 皇  
鹿児島  56 …100．0  
沖縄   38 1 38ぎ100．0   4  …‡壬33：3  l                                   42芦  42†100．0   
合計   2．865  2，855 至  99．7   425  409】 96．2  3，290 j 3，264i 99．2   

ー43－   



6．医療安全調査委員会（仮称）について   

医療には、一定の危険性が伴うものであり、場合によっては、死亡等の不  
幸な帰結につながることもある。医療事故死等が発生した際、患者家族には、  
まず真相を明らかにしてほしいとの願いや同様の事故の再発防止に対する願  

いがあるが、医療事故死等の原因の究明については民事手続又は刑事手続に  
その解決が期待されている現状にあり、これらの手続においては、必ずしも  
期待する成果が得られていない状況にある。   

厚生労働省としては、このような状況を踏まえ、医療の安全の確保の観点  
から、医療事故死等の原因究明・再発防止を図る仕組みを設ける必要がある  
と考えているところである。   

また、このような新しい仕組みを構築することにより1医療の透明性の確  
保や医療に対する国民の信頼の回復につながるとともに、医師等が萎縮する  
ことなく医腐を行える環卿ものと考えている。   

このため、平成17年度から「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事  
業」を開始するなどの検討を進めてきたところであり、昨年においては、こ  

れまでの様々な議論を踏まえ、幽  
よる死亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案一第三次試案－」を  
全量し、さらに、6月には、第三次試案を踏まえた法律案の現時点でのイメー  
ジとして、凍…（仮称）大綱案」を公表したとこ  
ろである。   

現在、第三次試案及び大綱案に対する意見募集を行っているところである  

が、これまでに寄せられた様々な御意見については、現時点での厚生労働省  
としての考ネを示すとと■もに、医療関係者を中心とした御意見を直接伺うた  
め、厚生労働省に設置した検討会の場で関係者からのヒアリングを行い、ま  

た、地方においても、一般公開の説明会を昨年11月以降順次開催し、広く国  

民及び医療関係者の理解が得られるよう努めているところであり、概ねの理  
解が得られれば、柑こ法案を提出したいと考えているところである0   

なお、このような新しい仕組みを円滑に導入していくためには、調査や評  

価を行う人材の確保、関係機関との協力関係を構築するなどの体制整備が必  
要であるため、各都道府県におかれては、このような新しい仕組みの必要性に  

ついて、御理解いただき御協力をお願いしたい。   

また、厚生労働省においても、引き続きモデル事業を拡充するなど、制度  
化に向けた準備体制の確保に取り組むこととしているので、モデル事業実施  
地域の都道府県等におかれては、管下医療機関等に対し、当該事業への協力  
についても周知をお願いしたい。   

（参考1）医療安全調査委員会（仮称）について  

（参考2）医療死亡事故の調査等に関する新しい仕組みのイメージ（案）  

（参考3）診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業（概要）  

（参考4）診療関連死の死因究明に関するこれまでの動き  
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医療死亡事故の調査等に関する新しい仕組みのイメージ（薫）  
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≪現行≫  ≪新制度（案）≫   

（殺人、虐待等の異状死の場合は現行同様警察署へ届出）  すべての異状死（医療事故死を含む。）  

医療事故死  

新制度に基づく届出  

（医師法21条に基づく届出は不要）  

医師法21条に基づく届出  

（検案した医師の判断）  
医療機関  警察署  

／†  

（医療機関の判断）  
医療安全  

調査委員会   

（仮称）  

医療機関  

華・■ 畔 二  竿●  

医療者を中心とした調査   
遺族  

警察官による捜査  

l送検  

／ ＼  
〕「  

診療録等の改ざん、  
隠蔽など  
過失による医療事故  
を繰り返しているなど  
故意や「標準的な医  
療から著しく逸脱した  
医療」  

医療事故の情報や  
医療の安全のため  
・医療機関：システム  

エラーの改善  
・個人：再教育を重視  

再発防止策を  

全国の医療機関で共有  

不起訴  

▼  

通知の有無を踏まえて対応   

相談  

委員会の調査を勧める  



医療安全調査委員会（仮称）の構成  

瑚   



した死亡の調査溺憺モール垂L∃  

20’予算額   21，予算（案）額   
128百万円 →176百万円  

【事業の目的】  

○ 医療の質と安全・安心を高めていくためには、   
診療行為に関連した死亡について正確な死因の   

調査分析を行い、同様の事例の再発を防止する   
ための方策が、専門的、学際的に検討され、広   

く改善が図られることが必要。  

モデル率娘の流れ  

らモデル事業  
モデル謳禁の窓口穏当書：捉台詞鯨医，嗣琵琶使節  

塗
炭
・
関
係
機
関
 
 

【事業の概要】  

○ 本手実は、関係学会の協力を得て、モデル地域   
において、医療機関から診療行為に関連した死   
亡について、臨床医、法医学者及び病理学者に   

よる解剖を実施し、さらに専門医による事案調   
査を実施し、診療行為との因果関係の有無及び   
再発防止策を総合的に検討するもの。  

● ● ●  

患壱遺族  

拉馳墓i£地膚l肯 l▲ 樅上J；舵軌当b仁1章ヨ  

）日本内科学会  

モデル地域 10か所  

〔 

札幌、宮城、茨城、東京、新潟  

愛知、大阪、兵庫、岡山、福岡  
（
邸
即
U
）
 
 
 

受付事例数 83例（H20．12．8現在）  



（参考4）  

診療関連死の死因究明に関するこれまでの動き  

平成11年以降 横浜市立大学事件（患者取り違え）、都立広尾病院事件（薬剤取り違え）、東  

京慈恵医大附属青戸病院事件（手術による患者死亡）等が発生し、医療安全に  

ついての社会的関心が高まる。  

平成18年2月 福島県立大野病院事件  

帝王切開中の出血により妊婦が死亡（平成16年12月）した事例において、  

産科医が業務上過失致死・医師法21条違反容疑で逮捕。（その後、起訴さ  

れ、平成20年9月無罪の地裁判決が確定）  

卵衆議院厚生労働委員会決害毒  

第三者機関による医療事故の調査等について検討を求めるい  

9月  自民党「医療紛争処理のあり方検討会」を設置  

平成19年3月  「診療行為に関連した死亡の死因究明等のあり方に関する課題と検討の方  

向性」厚労省より公表。（意見募集を実施）  

4月  厚労省「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討  

会」を設置  

即 守・与党決定）  

「診療行為に係る卿事故調査会）の構築等、医療リス  

クに対する支援体制を整備する。」  

6月  「経済財政改革の基本方針2007」（閣議決定）  

上記対策が盛り込まれる。  

8月  厚労省検討会「これまでの議論の整理」とりまとめ  

10月   「診療行為に関連した死亡の死因究明等の在り方に関する試案一第二次  

試案－」  

これまでの様々な議論を踏まえ、改めて厚労省としての考え方をとりま  

とめたもの。（意見募集を実施）   

12月・会嘲郡部係る死因究明制度等につしユて⊥  

新制度の骨格、政府における留意事項を提示。  

平成20年4月 「医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再発防止  

等の在り方に関する試案一第三次試案一」  

第二次試案以降の様々な議論を踏まえ、厚労省としての考え方を取りま  

とめたもの。（意見募集を実施）  

6月  「医療安全調査委員会設置法案（仮称）大綱案」  

第三次試案及び第三次試案に対して寄せられた意見を踏まえ、厚労省と  

してとりまとめ。（意見募集を実施）  
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10月「医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再発防止等の  

在り方に関する試案一第三次試案－」及び「医療安全調査委員会設置法案（仮  

称）大綱案」に寄せられた主な御意見と現時点における厚生労働省の考え  

第三次試案及び大綱案に寄せられた主な意見と、それに対する現時点に  

おける厚労省としての考えをとりまとめ公表。  
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7．独立行政法人福祉医療機構の平成21年度事業内容について   

独立行政法人福祉医療機構（以下「機構」という。）は、福祉の増進  

並びに医療の普及及び向上を目的として、病院、診療所及び介護老人保  

健施設等の医療関係施設等に対して、その設置・整備又は経営に必要な  

資金を長期かつ低利な条件で融資する事業等を行っているところである。  

平成21年度医療貸付事業においては、需要動向を踏まえた融資枠と  

し、国の政策推進に合わせ所要の貸付条件等の設定等を行うこととした  

ので、管下の医療機関等に対する周知方よろしくお願いしたい。   

なお、機構の借入申込みについては、従来より、整備を行う施設等を  

所管する都道府県知事からの証明書・意見書の提出をお願いしていると  

ころであるが、21年度においても引き続きご協力をお願いしたい。   

また、機構からの融資を予定しているものについては、予め機構の融  

資相談を受け、適切な事業計画を策定するようご指導願いたい。  

（1）事業計画  

区  分  平成20年度予算  平成21年度予定  対前年度伸率   

貸付契約額  1，766億円  1，610億円   △8．8％   

資金交付額  1，701億円  1，483億円  △12．8％   

（2）経営環境変化に伴う経営安定化資金の取扱いについて（20年1   

0月から実施）  

以下の融資については、21年度においても引き続き実施するの   

で管下の医療機関等に対する周知についてご協力願いしたい。  

○経営環境変化に伴う経営安定化資金  

経済情勢の悪化による経営環境の変化により、一時的に資金不足  

を生じている病院、診療所及び老人保健施設の経営安定化を図るた  

め長期運転資金（経営安定化資金）の融資条件を緩和  

＜貸付金利＞ 2．1％→1．6％（平成21年2月12日現在）  

＜償還期間＞ 原則、5年以内 → 7年以内  

＜貸付限度額＞ 病院、介護老人保健施設 1億円  

診療所 4千万円  

＜担   保＞ 原則不動産担保の提供が必要となります。  

1，000万円までは無担保融資可能  

不動産担保が無い場合は診療報酬債権等のみ  

担保でも可能  
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（3）標準建築単価の改正  

融資額の算出にあたっては、建築単価に融資対象面積を乗じたも  
のを用いているところであるが、近年の実勢単価の状況を踏まえ基  

準単価を引き上げを行った。  

〈改定幅〉 全施設一律15％増  

一病院（4階以下、北海道地域）の場合一  
標準建築単価 213，000円／d → 244，900円／d   

（参考）貸付金額の算定方法  

貸付金額＝（標準建築単価（実建築単価が低い場合は実建築単価）  
×融資対象面積 ＋ 設計監理費） × 融資率  

ただし、貸付限度額の範囲内  

（4）貸付条件の緩和   

アスベスト対策事業に係る貸付条件の緩和（20年度からの継続）  
＜融 資 率＞  

ア 病院、診療所、（准）看護師養成施設等 80％→85％  

イ 介護老人保健施設  75％→80％  
り 医療従事者養成施設、助産所  70％→75％  

＜貸付金利＞一平成21年2月12日現在－  
ア 病院、診療所の乙種増改築資金等 2．1％→1．7％  

イ 介護老人保健施設の増改築資金等 1．7％→1．65％   

（5）福祉医療機構の事務・事業の見直しについて  

「独立行政法人福祉医療機構の見直し案」（平成18年12月24日行   

政改革推進本部決定）に基づく融資の重点化として、平成21年度   
から病院に対する融資については、「医療貸付に係る病院融資の基   
本方針（ガイドライン）について（平成20年3月28日）」に基  

づき、  

① 500床以上のものにあっては都道府県の医療計画におけ  

る医療連携体制に位置づけられる政策優先度の高い地域医療を  

実施する病院の当該部門の整備に限定  

② 500床未満のものにあっては医療計画における医療連携  
体制に位置づけられる政策優先度の高い地域医療を実施する  

病院へ優先的に融資  

を行うこととしているので、管下の医療機関等に対する周知につい  

てご協力願いたい。  
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